
憲 法 を 「 改 悪 」

し よ う と す る

ア ベ 内 閣 は

と て も ア ブ な い

で も 、 ど こ が

危 な い の ？

そ れ は 改 憲 草 案 を

読 む と す ぐ に

分 か り ま す 。

お そ ま つ 東 電

ま た も 冷 却 停 止

３ 時 間 ４ 月 ７ 日 先 月 、

７ ヶ 所 ３
０

時 間 停 止

に 続 き 。 地 下 プ ー

ル も 漏 水 。

放 射 能
ダ ー ダ ー 漏 れ ！

能 力 の な さ か ？

責 任 の な さ か ？
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昨 年 ４ 月 ２
８

日 、 自 民 党 は 第 二

次 改 憲 草 案 を 発 表 し た 。

「 復 古 調 の 改 憲 案 」 と 報 道 さ

れ て い る そ の 内 容 は 、 看 過 で き

な い も の と な っ て い る 。

そ の 内 容 を 一 緒 に 見 て い き ま

し ょ う 。

・ ・

ま ず で す 。

こ こ で は 、 「 日 本 国 は ・ ・ 、

天 皇 を 戴 く 国 家 で あ っ て 、 国 民

主 権 の 下 ・ ・ 」 の く だ り が

で す 。
国 民 主 権 で あ る か の よ う な 記

述 を 残 し つ つ 、

で あ り 、 そ の 下 に 国 民 主 権 と な

っ て い ま す 。 天 皇 主 権 、 元 首 化

を 正 当 化 し よ う と し て い ま す 。

次 に 、 中 程 に 「 日 本 国 民 は 、

、 基 本 的 人 権 を 尊 重 す

る と と も に 、 和 を 尊 び ・ ・ 」 と

な っ て お り 、 改 憲 草 案 の

で す 。

こ こ は 、 戦 前 の 「 命 を 懸 け て

国 家 を 守 る 」 国 民 で あ れ ！ そ の

国 民 に は 基 本 的 人 権 を 認 め る と

い う 構 造 に な っ て い る 。

こ の こ と か ら 前 文 は 、 天 皇 の

下 、 国 民 は 国 家 を 守 る た め に 精

進 せ よ と い う よ う な 、 現 行 憲 法

の 平 和 主 義 と は 似 て 非 な る も の

に な っ て い る 。

こ の よ う な 考 え 方 に 基 づ い て

戦 争 に 突 き 進 み 、 破 産 し た の が

過 去 の 「 日 本 」 で あ り 「 国 民 」

で あ っ た の で は あ り ま せ ん か ！

第 一 条

次 に を 見 て み ま し

ょ う 。
こ こ で は 天 皇 の こ と を 記 述 し

て お り 、 現 行 憲 法 で は い わ ゆ る

「 象 徴 天 皇 」 の 章 で す 。

と こ ろ が 、 「 改 正 草 案 」 で は 、
、

日 本 国 及 び 日 本 国 民 統 合 の 象 徴

で あ っ て ・ ・ 」 と 規 定 さ れ て い

ま す 。
国 民 が 「 戴 く 」 天 皇 は 「 元

首 」 で あ る 、 と い う 展 開 は 極 め

て 危 う い 記 述 で す 。 国 を 統 治 し 、

軍 隊 を 指 揮 し 、 行 政 権 を 掌 握 す

る 危 険 性 は な い の で し ょ う か 。

※ こ こ で は 辞 書 か ら 引 い た 、

と は 何 か 、 の 紹 介 に と

ど め ま す 。

国 の 首 長 。 国 内 的 に は 統 治 権 ，

少 な く と も 行 政 権 を 掌 握 し ， 対 外 的

に は 国 を 代 表 す る 権 能 を も つ 。

通 常 ， 条 約 締 結 ， 外 交 使 節 の 任 命 ，

軍 隊 の 統 帥 な ど の 権 能 を も つ 。 外 国

滞 留 中 は 外 交 特 権 を も つ 。

市 内 を 闊 歩 す る 陸 上 自 衛 隊 （ 他 県 ）

第 九 条 一 項

二 項

最 新 型 イ ー ジ ス 艦 強 化 さ れ る 自 衛 隊

さ て 、 最 大 の 問 題 で あ る 第 二

章 第 九 条 を 見 て み ま し ょ う 。

第 二 章 は 「 戦 争 の 放 棄 」 の 章

で あ る が 、 そ の 言 葉 を 削 除 し 、

「 安 全 保 障 」 に 改 変 し て い る 。

一 項 は 、 「 国 権 の 発 動 と し て

の 戦 争 を 放 棄 し 」 と 、 現 行 憲 法

の 「 戦 争 放 棄 」 を 残 し て い る 。

し か し 二 項 を み る と 、 現 行 憲

法 で は 「

」 「
」 と あ る が 、 こ

れ ら を し 、 「 前 項

の 規 定 は 、 自 衛 権 の 発 動 を 妨 げ

る も の で は な い 」 と し て 、 第 一

項 の 戦 争 放 棄 を 実 質 上 否 定 し 、

「 自 衛 の た め の 戦 争 」 を 遂 行 で

き る も の に し て い る 。

第 九 条 の 二

そ の 「 戦 争 」 を 行 な う た め 、

自 衛 隊 の 名 称 を 国 防 軍 に 変 更 し

て い る 。 ま さ に 「

」 へ の 転 換 で す 。

一 方 安 倍 政 権 は 、 「 集 団 的 自

衛 権 の 行 使 」 を 解 釈 で 合 憲 化 し 、

ア メ リ カ と 共 に 世 界 の ど こ で も

「 戦 争 」 が で き る よ う に し よ う

と も し て い ま す 。

今 年 ２ 月 陸 自 行 軍 訓 練 （ 犀 川 河 畔 ）

軍 靴 の 音 が 近 づ い て い ま す 。

戦 争 を 阻 止 す る 力 は

イ ン タ ー ナ シ ョ ナ ル な

労 働 者 ・ 民 衆 の 団 結

こ の よ う な 「 戦 争 を す る た め

の 国 家 」 づ く り に 私 た ち は 反 対

し て い か な け れ ば な り ま せ ん 。

私 た ち は 、 ６ ６ 年 前

戦 争 を し な い こ と を

憲 法 で 約 束 し た

か っ て 私 た ち は 、 財 閥 と 吊 る

ん だ 軍 部 が 「 ア ジ ア を 欧 米 支 配

か ら 解 放 す る 」 と い う 美 名 に 騙

さ れ ま し た 。 そ し て 「 大 陸 支

配 」 の 先 兵 に 動 員 さ れ ま し た 。

そ の 結 果 、 沖 縄 戦 、 ヒ ロ シ マ 、

ナ ガ サ キ を 含 め ３ ２ ０ 万 人 も の

国 民 が 戦 禍 に の ま れ ま し た 。 大

陸 に 侵 略 し た 日 本 軍 は 、 民 衆 の

生 命 と 生 活 を 引 き 裂 き 、 ２ ０ ０

０ 万 人 と も 言 わ れ る 人 々 を 死 に

追 い や っ た の で す 。

こ れ ら の 反 省 が 、 二 度 と 戦 争

は し な い 、 戦 争 の た め の 軍 備 は

持 た な い と 誓 っ た 憲 法 な の で す 。

今 後 の 予 定

４ 月 １
１

日 （ 木 ） オ ス プ レ イ 配 備 撤 回

・ 低 空 飛 行 阻 止 街 頭 宣 伝 （ 加 賀 市 、

小 松 市 、 金 沢 市 ）

１
８

時 オ ス プ レ イ 配 備 撤 回 ・ 低 空

飛 行 阻 止 沖 縄 連 帯 集 会 地 場 産 本

館 第 一 研 修 室

４ 月 ２
１

日 （ 日 ） １
０

時

社 民 党 県 連 定 期 大 会 １
５

時 講 演

福 嶋 瑞 穂 さ ん と 雨 宮 処 凛 さ ん 金

沢 都 ホ テ ル

同 日 石 川 県 勤 労 協 連 合 会 定 期

総 会 （ 山 代 温 泉 ）

５ 月 ３ 日 （ 金 ・ 祝 ）

１
１

時 街 頭 宣 伝 （ エ ム ザ ）

１
２

時 半 憲 法 改 悪 反 対 集 会 ・ デ モ

本 多 の 森 公 園

１
４

時 輝 け 九 条 ！ 許 す な 改 憲 ！ 」

憲 法 施 行 ６
６

周 年 集 会 県 文 教 会 館

５ 月 １
６

～ １
９

日 沖 縄 平 和 行 進

５ 月 ２
３

日 （ 木 ） １
３

時 半 金 沢 地 裁

小 松 基 地 爆 音 訴 訟 公 判 傍 聴 行 動

５ 月 ２
４

日 （ 金 ） １
８

時 １
５

分

原 水 禁 県 民 会 議 定 期 総 会 講 演

佐 野 明 弘 さ ん （ 加 賀 市 光 闡 坊 ）

「 放 射 能 汚 染 の 実 態 （ 仮 題 ） 」

近 江 町 交 流 プ ラ ザ い ち ば 館 ４ 階

５ 月 ２
７

日 （ 月 ） １
３

時 志 賀 原 発 を 廃 炉

に 訴 訟 第 ４ 回 口 頭 弁 論

６ 月 ２ 日 （ 日 ） 時 間 未 定 場 所 未 定

憲 法 改 悪 反 対 県 民 集 会

６ 月 １
３

日 （ 木 ） １
８

時 原 水 禁 「 非 核 平

和 」 行 進 か ほ く 集 会 （ 内 灘 町 ）

以 降 、 県 内 ６ 会 場 で 「 非 核 ・ 平

和 」 行 進

７ 月 ２
５

日 （ 木 ） １
３

時

志 賀 原 発 を 廃 炉 に 訴 訟 北 陸 会 館

１
３

時 半 第 ５ 回 口 頭 弁 論 金 沢 地 裁

編 集 後 記

□ こ の 号 が 職 場 に 届 く 頃 は 、 清 々

し い 新 入 組 合 員 も 職 場 に 慣 れ て い る

で し ょ う 。 □ 今 回 は 「 憲 法 」 特 集 で

す 。 国 民 主 権 、 基 本 的 人 権 、 戦 争 放

棄 ・ 平 和 主 義 は 三 大 原 則 で す 。 こ れ

を 根 こ そ ぎ 否 定 す る の が 自 民 党 改 憲

草 案 。 □ い ま 国 会 の 改 憲 勢 力 は 、 自

民 党 、 み ん な 、 維 新 な ど 衆 議 院 で ２

／ ３ を 占 め 、 参 議 院 も そ の 勢 い で 制

し よ う と し て い ま す 。 □ 連 合 本 部 は

「 国 の 基 本 政 策 に 対 す る 」 態 度 を 変

え よ う と し て い ま す 。 □ 企 業 や 国 に

奉 仕 す る 、 戦 前 の 産 業 報 国 会 に し て

は い け ま せ ん 。 □ 一 方 安 倍 首 相 は 、

「 ７ 月 以 降 、 安 全 が 確 認 さ れ た も の

は 再 稼 働 さ せ る 」 と 言 っ て い ま す 。

事 故 原 因 も 分 か ら な い の に 。 無 責 任

の 極 み で す 。 Ｎ
Ｔ


